
　

県
で
は
、
都
市
計
画
区
域
の
再
編
や
区

域
区
分
の
見
直
し
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の

た
び
、
次
の
都
市
計
画
に
関
す
る
公
聴
会

が
開
催
さ
れ
ま
す
。

▼
日
時
＝
11
月
23
日
（
月
・
祝
）
午
後
１

時
～　

▼
場
所
＝
豊
橋
市
役
所
13
階
講
堂

▼
内
容
＝
（
仮
称
）
東
三
河
都
市
計
画
区

域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針
、（
仮

称
）
東
三
河
都
市
計
画
区
域
区
分　

▼
傍

聴
＝
当
日
、
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

会
場
の
収
容
人
数
を
越
え
る
場
合
は
、
入

場
制
限
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
公
聴
会
の
中
止
＝
県
建
設
部
都
市
計
画

課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

http://w
w
w
.pref.aichi.jp/toshi/

▼
街
づ
く
り
推
進
課

☎
23
局
３
５
２
３　

22
局
３
８
１
１

　

多
重
債
務
で
お

悩
み
の
方
を
対
象

に
「
弁
護
士
に
よ

る
多
重
債
務
無
料

相
談
会
」
を
実
施

し
ま
す
。

　

多
重
債
務
問
題
は
適
切
な
手
続
き
を
行

う
こ
と
で
、
借
金
が
少
な
く
な
っ
た
り
、

過
払
い
金
が
返
っ
て
き
た
り
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
11
月
14
日
（
土
）
午
前
10
時
～

午
後
４
時　

▼
場
所
＝
田
原
福
祉
セ
ン
タ

ー
相
談
室　

▼
そ
の
他
＝
要
予
約
／
11
月

10
日
（
火
）
ま
で
に
電
話
に
て

▼
商
工
観
光
課

☎
23
局
３
５
１
６　

22
局
３
８
１
７

　

毎
月
１
回
、
弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談

を
行
っ
て
い
ま
す
。
相
談
内
容
は
問
い
ま

せ
ん
。
消
費
者
問
題
・
多
重
債
務
な
ど
で

お
困
り
の
方
、
一
人
で
抱
え
込
ま
ず
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　

秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

▼
日
時
＝
毎
月
第
４
木
曜
日
の
午
後
１
時

～
４
時
（
要
予
約
／
相
談
時
間
は
30
分
程

度
）　

▼
場
所
＝
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
相

談
室　

▼
申
し
込
み
＝
電
話
に
て

▼
商
工
観
光
課

☎
23
局
３
５
１
６　

22
局
３
８
１
７　

　

愛
知
県
最
低
賃

金
が
、
10
月
11

日
か
ら
時
間
額

７
３
２
円
に
改
正

さ
れ
ま
し
た
。

　

愛
知
県
産
業
別
最
低
賃
金
に
つ
い
て

は
、
現
在
、
改
正
な
ど
の
た
め
調
査
審
議

中
で
す
。
今
後
の
改
正
状
況
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

▼
豊
橋
労
働
基
準
監
督
署

☎（
０
５
３
２
）54
局
１
１
９
２

　

愛
知
県
長
寿
医
療（
後
期
高
齢
者
医
療
）

制
度
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
の
健
康
保
持
・

増
進
を
目
的
に
、
表
に
あ
る
協
定
保
養
所

を
宿
泊
利
用
す
る
場
合
、
１
人
１
泊
に
つ

き
１
０
０
０
円
（
平
成
22
年
３
月
31
日
ま

で
の
宿
泊
分
に
対
し
、
全
保
養
所
合
わ
せ

て
４
泊
ま
で
）
を
助
成
し
ま
す
。

　

利
用
す
る
場
合
は
、
協
定
保
養
所
へ
直

接
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

お
申
し
込
み
の
際
に
「
愛
知
県
長
寿
医

療
制
度
被
保
険
者
」
で
あ
る
こ
と
を
伝
え

て
く
だ
さ
い
。

　

宿
泊
当
日
に
、
利
用
さ
れ
る
保
養
所
の

窓
口
で
長
寿
医
療
の

保
険
証
を
提
示
し
、

利
用
カ
ー
ド
の
交
付

（
押
印
）
を
受
け
る

と
、
精
算
時
に
通
常

料
金
に
対
し
１
０
０
０
円
が
助
成
さ
れ
ま

す
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
給

付
課

☎（
０
５
２
）９
５
５
局
１
２
０
５

所在地 協定保養所名 問い合わせ先

犬山市 レイクサイド入鹿 ☎（０５６８）67局３８１１

桑名市 名古屋市休養温泉ホーム松ケ島 ☎（０５９４）42局３３３０

東浦町 あいち健康プラザ ☎（０５６２）８2局０２３５

田原市 シーサイド伊良湖 ☎（０５３１）35局１１５１

蒲郡市 サンヒルズ三河湾 ☎（０５３３）68局４６９６

豊田市 豊田市百年草 ☎（０５６５）62局０１００

■協定保養所一覧

愛
知
県
長
寿
医
療（
後
期
高
齢
者
医
療
）

制
度
の
協
定
保
養
所
利
用
助
成
事
業

都
市
計
画
変
更
に
つ
い
て

公
聴
会
が
開
催
さ
れ
ま
す

巡
回
法
律
相
談
・
無
料
法
律
相
談

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

サ
ラ
金
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の

借
金
で
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

愛
知
県
最
低
賃
金
の
改
正
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